
海老名市新型インフルエンザ
等対策行動計画（案）について

海老名市 保健福祉部 健康推進課



２ 計画（案）の概要

第1部

新型インフルエンザ等対策特別措置法と行動計画

第2部

新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針

第3部

新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方及び取組



第１部
新型インフルエンザ等対策特別措置法と行動計画

◆特措法の対象となる新型インフルエンザ等の定義
1. 全国的かつ急速にまん延
2. 病状が重篤
3. 生活・経済に重大な影響

◆市行動計画
1. 総合的な推進に関する事項
2. 市が実施する事項
3. 他機関との連携

◆計画改定の目的 ～３つの目標の実現～
1. 感染症危機に対応できる平時からの体制づくり
2. 国民生活及び社会経済活動への影響の軽減
3. 基本的人権の尊重



第２部
新型インフルエンザ等対策の実施に関する
基本的な方針

主たる目的
１.感染拡大の抑制
2.市民生活・社会経済への影響の最小化

基本的な考え方

発生前から流行状況に応じた対応を社会全体で行う



初動期

時期ごとの対応

対応期１

対応期2

対応期3

対応期4

感染拡大の抑制、特徴や事態の推移に応じた柔軟な対応

封じ込めを念頭に対応
～限られた知見の中で～

病原体の性状等に応じた対応
～病原体の性状等を踏まえた感染拡大抑制～

ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期

特措法によらない基本的な感染症対策に移行する時期



留意事項

◆ 平時の備え
◆ 感染拡大防止と社会経済活動のバランス
◆ 市民の権利と自由への制限は最小限 ほか

社会全体それぞれの役割

◆ 国、県、市
◆ 医療機関
◆ 指定（地方）公共機関
◆ 登録事業者
◆ 一般事業者
◆ 市民



行動計画における対策項目

◆ 国及び県が示す主な対策 １３項目
◆ 市で取り組む項目等は、13項目のうち ８項目

医療

実施体制
情報提供・共有

リスクコミュニケーション

市民生活及び社会経済の
安定の確保

まん延防止 ワクチン

物資保健

1 2 3 4

5 6 7 8



第３部
新型インフルエンザ等対策の各対策項目の考え方
及び取組

（１） 海老名市新型インフルエンザ等対策会議
座長：担当副市長、構成員：各部次長

（２） 海老名市新型インフルエンザ等対策連絡会議
座長：健康推進課長、構成員：関係各課

（３） 海老名市新型インフルエンザ等対策本部
本部長：市長、本部員：副市長、教育長、消防長、理事、各部等の長
※緊急事態宣言発令時

１ 実施体制



（1） 新型インフルエンザ等対策会議

座長：副市長

新型インフルエンザ等対策を総合的に
推進するための方針等を検討

(2) 新型インフルエンザ等対策連絡会議

実際の対応を想定したガイドラインや
体制整備を検討

座長：健康推進課長

(3) 新型インフルエンザ等対策本部

座長：市長

市の対処方針、対策等の決定、実施
（緊急事態宣言は、特措法による設置）

準備期 緊急事態宣言時

報告等 指示等

図解

※対策本部設置前に、必要に応じて
「情報連絡会」を開催



◆ 市民等が適切に判断・行動できる

◆ 双方向のコミュニケーション（コールセンターほか）

◆ 迅速かつ一体的（多様な市民、多様な媒体）

◆ 偏見・差別等や偽・誤情報への対応

情報提供・共有、リスクコミュニケーション２



◆ 市民や事業者の理解促進

◆ 換気、マスク着用、手洗い、人混みを避ける

◆ 時差出勤、テレワーク、オンライン会議の活用

◆ 学級閉鎖・休校

まん延防止3



◆ 特定接種

◆ 住民接種

◆ 予防接種体制

◆ 副反応、健康被害救済制度等のリスクコミュニケーション

ワクチン４



◆ 医療提供体制の確保は県の役割

◆ 市は、県や市医師会へ協力

◆ 日常生活の支援

◆ パルスオキシメーター等の貸与

医療5



◆ 保健所等へ市職員の派遣

◆ 相談センターが対象としないコールセンターの設置

◆ 県が実施する健康観察（患者からの報告）に協力

※相談センター（県が設置）

新型インフル等の発生国・地域から帰国者等の電話相談

保健6



◆ 救急搬送時に使用する感染症対策物資等の備蓄

◆ 隊員用の個人防護具

◆ 救急搬送時に患者に使用する物品

◆ 救急搬送時に使用する物品の消毒・廃棄

物資7



◆ 高齢者、障がい者等への生活支援

◆ 食料品や生活必需品の買占め・売惜しみがないよう要請

◆ ごみ収集・処理、上下水道の供給（県等と連携）

◆ その他、必要に応じた支援

市民生活及び社会経済の安定の確保8


